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はじめに 
 
「通信販売の新たな課題に関する研究会」は、平成１６年１２月に設置され

た経済産業省商務流通審議官の私的研究会であり、情報技術の進展とインター

ネット等の普及等を背景として急成長しているインターネット通信販売、イン

ターネット・オークション、携帯電話通信販売、テレビ通信販売等について、

技術、市場等の現状と将来展望、消費者トラブルの現状、市場の健全な発展に

向けた取引適正化と消費者保護のための取組等を幅広く検討する予定である

が、これに先立ち、早急に対策を講じる必要があると考えられる迷惑メール問

題について検討を行った。本報告書は、この検討結果についてとりまとめたも

のである。 
 
我が国では、インターネット及びこれを利用した通信手段としての電子メー

ルの普及に伴い、平成１３年頃からいわゆる「迷惑メール」が急増し、社会問

題化した。 
 
このため、平成１４年に特定商取引に関する法律に迷惑メール規制が導入さ

れ、経済産業省においては、それ以来迷惑メールに係る法執行に努めるととも

に、迷惑メールが端緒となるトラブルを防止すべく、消費者への普及啓発に取

り組んできたところである。この取組は、同時期に制定・施行された特定電子

メールの送信の適正化等に関する法律や、事業者による迷惑メール・フィルタ

リングサービスの提供等と相まって、一定の効果を上げてきたところである。 
 
しかしながら、近時、迷惑メールに係る消費者トラブルが架空請求・不当請

求等のように、より悪質なものとなってきていることから、本報告書は、迷惑

メール対策の現状を分析した上で課題を明らかにし、今後講ずべき対策につい

て提言を行うものである。 
 
 本研究会は、インターネット及びこれを利用した電子商取引の健全な発展に

向けて、経済産業省が本提言に即して、関係諸機関・事業者と密接に連携して、

迷惑メール対策を効果的に推進していくよう強く要請する。
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第１章 迷惑メール対策の経緯 
 
１．迷惑メールの社会問題化 
 
 インターネット及びこれを利用した通信手段としての電子メールの普及に

伴い、我が国においては平成１３年頃からいわゆる「迷惑メール（電子メール

により相手方の承諾を得ることなく一方的に送りつける商業広告）」が急増し

た。この迷惑メールは、電子メールの開封・廃棄に時間が浪費されること、迷

惑メールの内容としていわゆる「出会い系サイト」や「アダルトサイト」への

誘引広告が太宗を占めること等不快な内容の広告が多いこと、迷惑メールの受

信にも受信料がかかる場合もある（注）こと等から社会問題となった。 
（注）現在では、一定量の電子メール受信が無料となるなど、迷惑メール受信に係る費用

負担は平成１３年当時に比べて軽減されている。 

 
 迷惑メールには、ＰＣ（パソコン）端末に向けて送信されるものと携帯電話

端末に向けて送信されるものがある。携帯電話端末の多機能化が進展する中で

電子メール機能の利用が急速に拡大し、かつ、携帯電話の普及率が飛躍的に上

昇したこともあって、携帯端末向けの迷惑メールに係るトラブルが多いという

点が、我が国の迷惑メール問題の特徴である。 
 
 なお、世界各国においても、程度の差はあるものの、迷惑メール問題が社会

問題として認識されており、国際的にも活発な議論が行われている。 
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（参考１）迷惑メールの問題点 
①受信そのものにコストがかかること 
・携帯電話では電子メールの受信時にも課金されることがあるため、迷惑メールの受信

により余計な通信料金が生じる場合があること 
・これらの不要な電子メールの開封や廃棄に手間がかかること 
・早朝・深夜に送信されることも多く、生活の平穏が乱されること 
②出会い系サイトやアダルトサイトなどの不快な内容の広告が太宗を占めること 
③（知らない相手からメールが届くために）個人情報が流出しているのではないかとの

不安を抱くこと 
④迷惑メールで紹介するＷｅｂサイトの表示を消費者にクリックさせることが不当請求

のきっかけになること                         等 

 
（参考２）迷惑メールの内容 
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出典）経済産業省 平成１３年調査 

 
（参考３）迷惑メールの例 

 
 2
 .c
 
 
 /?
 

1 /15  13:38

From:aaa@bbb o.jp
件名: 素敵な出会い

エッチな女性と
ラブラブに！
http://ddd.co.jp eee
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２．事業者、行政等による対策と法律による規制の導入 
 
このように急速に社会問題化した迷惑メール問題に対応するため、携帯電話

事業者やインターネット接続サービス事業者（インターネット・サービス・プ

ロバイダ、ＩＳＰ）、行政等の関係主体において、携帯電話及びＰＣの利用者

に対する普及啓発（注意喚起）や技術的な対応策、更には、法令による規制の

導入が検討され、実施された。 
 
 具体的には、携帯電話事業者は、迷惑メールの受信を避けるためのフィルタ

リング機能を携帯電話ユーザーに対して提供する、一定時間内に送信できるメ

ールの通数を制限する等の対策を実施している。ＩＳＰも、フィルタリング機

能の提供、大量送信の制限等の対策を実施している。また、両者とも、受信者

からの申出等により迷惑メールを送信したことが明らかになった契約者に対

する利用停止等の措置も講じている（参考４参照）。 
 
法律による規制については、平成１４年４月に商取引の適正化及び消費者保

護の強化を図る観点から「特定商取引に関する法律」が改正された。また、こ

れと並行して、電子メールの送受信上の支障防止の観点から、「特定電子メー

ルの送信の適正化等に関する法律」が制定され、両法とも同年７月に施行され

た。 
両法は、法目的の違い等により異なる部分もあるが（詳細は参考５参照）、

広告する販売業者等又は送信者が相手方の承諾を得ることなく、一方的に商業

広告電子メールを送りつける場合について、①広告メールの表題部冒頭に「未

承諾広告※」を表示する等の表示義務を課す（表示のイメージについては参考

６参照）、また、②広告メールの受取りを希望しない旨の意思表示をした者に

対する広告メールの再送信を禁止する（いわゆる「オプト・アウト」）、等の規

制が導入されている。 
規制導入以降、経済産業省と総務省では、表示義務に違反した迷惑メールを

用いて広告した販売業者等及び送信者に対し警告メールを送信し、その中でも

特に悪質な事業者に対して行政処分を行っている。 
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（参考４）ＩＳＰ及び携帯電話事業者における迷惑メール対策 

  

携帯電話
事業者

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｻｰﾋﾞｽ
ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ
（パソコン）

送信側 受信側 その他

・アドレス／ドメイン指定受
信・拒否機能の提供

・携帯発になりすましたＰＣ
発メールの受信拒否

・「未承諾広告※」受信拒否
機能の提供

・選択受信機能（送信者名と
件名のみ先に受信）の提供

・電子メールの
ヘッダ情報の提供

・普及啓発

・回線の停止・契約解除
ドコモ 3,247回線停止

21回線契約解除 (12/1)
ａｕ 約41,100回線停止

(11/30)
ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ 19,176回線停止

(11/3)

・送信通数の制限

・回線の停止・契約解除
ドコモ 3,247回線停止

21回線契約解除 (12/1)
ａｕ 約41,100回線停止

(11/30)
ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ 19,176回線停止

(11/3)

・送信通数の制限

・回線の停止・契約解除

・入会後一定期間の送信通
数制限

・大量送信時の送信通数制
限

・アドレス／ドメイン指定受
信・拒否機能の提供

・キーワード・フィルタリング
機能の提供

・学習型フィルタリング機能
の提供

・Fromアドレス詐称メールの
受信拒否

・迷惑メール対策
ポリシーの設定

・普及啓発

送信

送信

送
信

出典）各社ホームページ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考５）特定商取引法と特定電子メール法の規制内容の比較 

特定商取引法 特定電子メール法
取引の公正及び消費者保護の観点から
広告規制

電子メールの送受信上の支障の防止の
観点から送信規制

通信販売等の商業広告メール（指定商品
等に限る）

一時に多数送信される広告宣伝メール
（ＳＭＳ等を除く。）

販売業者及び役務提供事業者等（広告代
行業者は除く。）

送信者（委託をした者は除く。）

表示義務
（共通事項）

・件名欄に「未承諾広告※」
・販売業者等のメールアドレス、住所等
・受信拒否の方法

・件名欄に「未承諾広告※」
・送信者のメールアドレス、住所等
・受信拒否の方法

（個別事項） ・取引条件等 ・経路情報
再送信禁止 ○ ○
架空メール
対策

－ ・架空メールアドレスによる送信禁止
・電気通信役務の提供の拒否

Ｗｅｂサイト
規制

・虚偽誇大広告の禁止
・意に反して契約の申込みをさせようとす
る行為の禁止

－

経済産業大臣及び事業所管大臣 総務大臣主務大臣

法目的

規制対象メール

規制対象者

規制内容

 
 

（参考６）特定商取引法に基づく表示のイメージ 

 
氏名又は名称

受信拒否する旨の

通知を行うための

電子メールアドレス

特定商取引法に基づく

その他の表示事項は

リンク先への表示も可

/// ＊Ｙ

ﾒﾆｭｰ v4 戻る

/// ＊Ｙ

ﾒﾆｭｰ v4 戻る
虚偽・誇大広告の禁止

などの通信販売規制の

適用あり

 
 
 
 
 
                   開封 

本文

〈事業者〉

氏名：○○○○○○

受信拒否する場合は、

その旨を

aaaaa@aaa.aaa.aa

まで。

☆今すぐアクセス↓

http://www.deai.xx.xx

本文

〈事業者〉

氏名：○○○○○○

受信拒否する場合は、

その旨を

aaaaa@aaa.aaa.aa

まで。

☆今すぐアクセス↓

http://www.deai.xx.xx

受信メール一覧

  abcdefg@…

受信メール一覧

  abcdefg@…

///    ＊Ｙ

  gyosha@…

  aaaaaaa@…
Ｔｉ
ｔｌｅ未承諾広告※ご無沙汰し

4 025  7/1  9:30

ﾒﾆｭｰ v 決定 戻る

///    ＊Ｙ

  gyosha@…

  aaaaaaa@…
Ｔｉ
ｔｌｅ未承諾広告※ご無沙汰し

4 025  7/1  9:30

ﾒﾆｭｰ v 決定 戻る

相手方の承諾等を得て

いない広告である旨
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第２章 迷惑メールの現状と今後の課題 
 
 平成１３年に迷惑メールが社会問題化して以降、講じられた上記（第１章

２．）の対策は、一定の効果を上げていると考えられる。 
経済産業省の調査で平成１３年と平成１６年の状況を比較すると、消費者

からの苦情相談のほとんどを占める携帯電話に着信する迷惑メールについて

は、受信数がこの３年間で１／３程度に減少（14.1通／週→5.1通／週）して
おり、最近も減少傾向にある（参考７参照）。 
 また、迷惑メールを全く受信しない人の割合もこの３年間で大幅に増加

（16％→51％）している（参考８参照）。同調査によれば、６割の利用者が迷
惑メール対策を講じており、うち９割が対策の効果を実感している。 
 
 しかしながら、最近は、一部の受信者に大量の迷惑メールが着信するように

なっており、それによる消費者トラブルの内容も、迷惑メールで紹介するＷｅ

ｂサイトの表示を消費者にクリックさせることで不当請求を行うような悪質

なトラブルが増加している（参考９参照）。 
 
 また、消費者からの苦情相談は少ないものの、パソコン向けの迷惑メールが

増加してきている（参考１０参照）。 
 
このようなことから、悪質な消費者トラブルを防止し、インターネット及び

これを利用した電子商取引の健全な発展、消費者の信頼の確保を図っていくた

めには、迷惑メール対策の一層の強化が重要である。 
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（参考７）携帯電話迷惑メール受信数(件/週） 
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出典）経済産業省調査 

 
（参考８）携帯電話における迷惑メール受信数の分布の変化 

 (%)

 
 
 
 
 
 

(%)

平成13年11月 平成16年11月

平均 = 14.1通／週

平均 = 5.1通／週

出典） 平成１３年調査、平成１６年第１回、第２回調査
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（参考９）迷惑メールに係る苦情相談の内容 

 
・総数 ３倍

・不当請求等 １９倍

（増加率）

成 16年 4 - 1 0月

成 1 4年 4 - 1 0月

大 量 受 信 等

不 当 請 求 等
そ の 他

90% 5%5%

60% 15%25%

大量受信等：迷惑メールを受信すること自体による迷惑

不当請求等：迷惑メールで紹介されたサイトにアクセスしたことがきっかけとなったトラブル

・総数 ３倍

・不当請求等 １９倍

（増加率）

成 16年 4 - 1 0月

成 1 4年 4 - 1 0月

大 量 受 信 等

不 当 請 求 等
そ の 他

90% 5%5%

60% 15%25%

成 16年 4 - 1 0月

成 1 4年 4 - 1 0月

大 量 受 信 等

不 当 請 求 等
そ の 他

90% 5%5%

60% 15%25%

大量受信等：迷惑メールを受信すること自体による迷惑

不当請求等：迷惑メールで紹介されたサイトにアクセスしたことがきっかけとなったトラブル

 平平平

 
 平平平

 
 

出典）経済産業省消費者相談室調べ 

 
（参考１０）パソコン迷惑メール受信数(件/週） 
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１．経済産業省による特定商取引法の執行 
 
（１）これまでの取組とその評価 
 
迷惑メール問題の深刻化を受けて、商取引の適正化及び消費者保護の強化

を図る観点から、平成１４年の通常国会で特定商取引法が改正され、迷惑メ

ール規制が導入された。 
経済産業省は、同規制に基づき、迷惑メールに係る法執行に努めており、

消費者から（財）日本産業協会に対して申立てがあった迷惑メールの内容を

分析し、特定商取引法上の迷惑メール規制に違反している者に対して警告メ

ールを送信しており、その中で特に悪質な者に対して行政処分を行っている

（参考１１参照）。 
法規制をはじめとする各種の取組の結果、多くの通信販売事業者において

は、事前に消費者の承諾を得てから広告メールを送信する方式が定着しつつ

あり（注１）、中小事業者等消費者の事前の承諾を得る前に広告メールを送信

している一部の事業者においても特定商取引法上の表示義務を遵守するな

ど、規制は効果を上げていると考えられる。 
しかし、うわべだけ商取引を装って、迷惑メールで紹介するＷｅｂサイト

で不当請求等を行い、不当に利益を得る目的で大量の迷惑メールを送信する

ような悪質事業者は、特定商取引法で義務づけられている表題部への「未承

諾広告※」の表示をほとんど遵守していない。このような事業者は、そもそ

も違法であることを知りながら迷惑メールを送信しており、自らの名称、住

所、メールアドレス等（送信者情報）を偽っていることも多いことから、警

告メールを送信し改善を求めても、成果はほとんど認められていない。 
（注１）携帯電話事業者やＩＳＰがユーザーに提供する「未承諾広告※」フィルタリング

機能を使うと、法律に基づく表示をした広告メールが排除されることが大きな要因で

あると考えられる。 

 
（２）今後の課題 
 
現在の迷惑メールは、上述のように法律の規制に違反していることを知り

ながら、規制を守らずに迷惑メールを送信する悪質事業者によるものがほと

んどであるという実態を踏まえれば、今後の課題は、このような悪質事業者

への対策をどのように強化していくかという点に集約される。 
このような悪質事業者に対しては、本来、行政処分で臨むべきであるが、
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迷惑メール送信者を特定することが非常に困難であるため、行政処分につな

げることが難しいのが現状である。 
（注２）経済産業省は、平成１５年度に２，８００件の警告メールを送っているが、この

うち行政処分を行ったのは２件にとどまっているのが現状である。 

これは、インターネット上では送信者の身元を詐称すること（なりすまし）

やＷｅｂサイト上に架空の住所、氏名等を表示することが容易なため、本人

追跡が困難であることが要因となっている。 
また、行政機関がこれらの悪質事業者の情報をＩＳＰから入手しようとし

ても、ＩＳＰには憲法や電気通信事業法で規定された「通信の秘密」保護の

義務が課せられているため、第三者たる経済産業省に対して事業者情報を開

示することは原則としてできない（参考１２参照）ことも、行政処分の実施

が困難な要因となっている。 
したがって、このような行政処分を取り巻く要因を踏まえつつ、悪質事業

者に対する効果的な対策を検討することが必要である。 
更には、悪質事業者は、迷惑メールで紹介するＷｅｂサイトで不当請求す

ることにより、多くの場合、自らが管理する他人名義の預金口座に振り込ま

せた金銭を得ることを最終的な目的としていることから、このような預金口

座について対策を講ずることも併せて検討すべきである。 
なお、これらの不当請求には刑法上の詐欺に当たるものもあると考えられ

ることから、警察庁との連携の強化を検討する必要がある。 
 
（注３）以上のように、①現時点では多くの受信者が表題部に「未承諾広告※」が表示さ

れた電子メールの受信をあらかじめ拒否しており、②このため、着信している迷惑メ

ールはそのほとんどが法規制に違反している状況にある。 

 したがって、いわゆるオプト・イン規制の導入については、仮にこれを導入しても、

法に違反することを知りながら迷惑メールを送信している悪質事業者が規制を遵守

する可能性は非常に低い。また、中小事業者等消費者の事前の承諾なく広告メールを

送信している一部の事業者の営業に対しては過剰な規制になると考えられる。このよ

うなことから、現時点では、規制の方式の見直しではなく、規制の実効性を向上させ

るための方策を検討することが必要かつ適切であると考えられる。 
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（参考１１）経済産業省における迷惑メールに係る行政処分実績 

 
処分日：平成１５年１０月７日 
事業者：株式会社リメイン（東京都杉並区）、 

有限会社アクセス・コントロール（東京都中野区） 
    （「出会い系サイト」運営会社） 
違反内容：①表題部への「未承諾広告※」の不表示、「未 承 諾 広 告 ※」 

「末承諾広告※」、「※未詳諾広告※」等の不適切な表示。 
②メール本文中への消費者から受信拒否を受けるための電子メールアドレ

スの不表示 
③メール本文中での事業者名不表示 

指示内容：特定商取引法第１１条で定める表示事項を適正に表示すべき旨を指示。 

 
 
（参考１２）「通信の秘密」保護の考え方 

 
通信の秘密は、憲法第２１条第２項（注１）により基本的人権の一つとして保障され、

電気通信事業法（注２）は、これを受けて、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密の

保護を規定している。その趣旨は、個人の私生活の自由を保護し、個人生活の安寧を保

障する（プライバシーの保護）とともに、通信が人間の社会生活にとって必要不可欠な

コミュニケーションの手段であることから、思想表現の自由の保障を実効あらしめ、自

由闊達な通信がなされることを保障することにある。 
なお、通信の秘密として保護される対象は、通信内容にとどまらず、通信当事者の住

所・氏名、発受信の場所、通信年月日等通信の構成要素並びに通信の回数等通信の存在

の事実の有無を含むとされている。 
（注１）日本国憲法 第２１条第２項 

 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

（注２）電気通信事業法 第４条（秘密の保護） 

 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 

 
郵政省「電気通信分野における個人情報保護法制の在り方に関する研究会」 
最終報告書（平成１２年１２月）、 
総務省「電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会」 
中間報告書（平成１６年８月） により作成 
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２．インターネット・サービス・プロバイダ及び携帯電話事業者における迷惑

メール対策 
 
（１）これまでの取組とその評価 
 
 インターネット・サービス・プロバイダ（ＩＳＰ）及び携帯電話事業者は、

受信者からの申出を受けて迷惑メール送信者に対する利用停止等の自主規制

を強化するとともに、利用者が迷惑メールの受信を拒否するためのフィルタリ

ング機能の充実や迷惑メールに係るトラブルに巻き込まれないための普及啓

発などに努めている（参考１３参照）。 
 これまでの取組の結果、携帯電話から携帯電話宛に送信される迷惑メールの

件数が激減するなどの成果が認められる。 
 しかし、パソコンから携帯電話宛に送信される迷惑メールは依然として存在

しており、これらが不当請求等の被害を引き起こしていることを踏まえると、

対策が十分であるとは言えない状況にある。 
 また、パソコンからパソコン宛に送信される迷惑メールは増加を続けており、

今後の対策が不可欠な状況にある。 
 
（参考１３）ＩＳＰ及び携帯電話事業者における迷惑メール対策（Ｐ５参考４も参照） 
①迷惑メール送信者に対する利用停止等 
 各社では、自社設備から送信された迷惑メールの複数の受信者からの申告を受けた

ことに基づいて、契約者情報等から迷惑メールを送信した契約者を特定し、約款上の

手続きに則って利用停止等の措置を講じている。 
 ②送信通数の制限 
 一時期、携帯電話から大量の迷惑メールを送信する手口が増加したことを受けて、

携帯電話各社では一定期間内に送信できる電子メールの通数に制限を加えた。その結

果、携帯電話発の迷惑メールは大幅に減少している。 
 ③フィルタリング機能の提供 
 各社では、利用者が迷惑メールを受信することを防止するため、特定の文字列を含

む電子メールの受信拒否や、特定の相手以外からの電子メールの受信拒否などのフィ

ルタリング機能を提供している。しかし、これらのフィルタリング機能を巧妙に回避

する迷惑メール送信者の前に、十分な効果を上げるにいたっていない。 

 - 11 -



（２）今後の課題 
 
 ＩＳＰ及び携帯電話事業者においては、受信者からの申出に基づいて迷惑メ

ール送信者に対する利用停止等の措置を講じているところであるが、受信者か

らの申出の信頼性に不安が残ること、利用停止等にした契約者から訴訟を起こ

されるリスクがあることから、利用停止等の措置を講じることにためらいを感

じる事業者も多いため、これらの事業者を後押しするための方策を検討する必

要がある。 
なお、利用停止等の措置を受けた悪質事業者が複数のＩＳＰ等を渡り歩きな

がら迷惑メールを送信し続けるケースもあることから、総務省では、「電気通

信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会」において迷惑メール送

信者情報の交換について検討中である。 

また、パソコンから送信される迷惑メールの多くは、電子メール中の通信記

録を故意に改竄することによって、誰がどこから電子メールを送信したのかわ

からなくするとともにフィルタリング逃れを図るメール（なりすましメール）

が多いことから、パソコンから送信される迷惑メールへの対策として、技術的

側面に着目した方策を検討する必要がある。 
 さらに、コンピュータ・ウィルスに感染し、外部から操作可能になったパソ

コン（ゾンビＰＣ）や適切に管理されていないメールサーバ（オープン・リレ

ー・サーバ）を利用して迷惑メールを送信するものも多く、これらの悪用を防

止するための方策を検討する必要がある（参考１４参照）。 
 
（参考１４）迷惑メールの送信に悪用されるネットワーク環境 
①ゾンビＰＣ 
 第三者のパソコンに不正に侵入したり、コンピュータ・ウィルスに感染させたりす

ることにより、外部からの遠隔操作等を可能とし、このパソコンを使って迷惑メール

等が送信される。迷惑メール送信者の中には、数万台規模のゾンビＰＣをネットワー

ク化して迷惑メール等を送信している者もいるといわれている。 
②オープン・リレー・サーバ 
 誰から送信された電子メールに対しても転送を許可してしまうメール・サーバであ

り、迷惑メール送信者はこれらのサーバを経由してメールを送信することで送信元を

隠すことができる。簡単な設定変更で転送を制限することができる。 
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３．経済産業省における普及啓発 
 
（１）これまでの取組、その評価と今後の課題 
 
経済産業省では、消費者トラブルに巻き込まれやすい高校生や大学生に対

して以下のとおり普及啓発を実施している。 
しかし、迷惑メールに係るトラブルは依然として多く、消費者トラブルを

予防するためには消費者一人一人の自覚が重要であるため、より一層普及啓

発に取り組む必要がある。その際には、特に被害を受けやすい高校生など若

年層に対して重点的に取組を行うべきである（参考１５参照）。 
また、ゾンビＰＣやオープン・リレー・サーバなどの迷惑メールの送信に

悪用されやすい状況の出現を予防するため、情報セキュリティに関する啓発

にも積極的に取組む必要がある（Ｐ１２参考１４参照）。 
 
①高校生向け（約２，５００校（我が国の高校の約半数）に提供） 
  パンフレット   ５０万部  ビデオ    ３，０００本 
②大学生向け（自治体の要望により成人式等でも配布） 
  パンフレット  １４０万部 
③公衆向け：繁華街における街頭ビジョンでの情報提供 

 
（参考１５）パンフレットの例（高校生向け） 
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４．国際連携 
 
（１）これまでの取組とその評価 
 
 諸外国においても迷惑メール問題が深刻化していることを受けて、平成１５

年度からＯＥＣＤ等の国際会議において迷惑メール問題が議題として取り上

げられることが増えており、各国の迷惑メール対策関係機関で情報共有、対策

の検討が進められた結果、「迷惑メール問題は法規制の導入のみで解決するよ

うな問題ではなく、迷惑メール対策に決め手となる対策は存在しない（No 
silver bullet.）ため、事業者、消費者、行政等の各関係主体が協力しながら、
総合的に対策を講じていく必要がある。」とのコンセンサスが形成された（参

考１６参照）。 
経済産業省もこれらの会議に積極的に参加して情報共有を図るとともに、平

成１６年１０月に締結された「ロンドン・アクション・プラン」に参加し、米

国や英国をはじめ１９カ国２９機関等と定期的に情報交換を行う等の協力体

制の構築を進めており、一定の成果が得られている。 
 
（参考１６）ＯＥＣＤ等の国際会議の開催状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spam Enforcement Workshop (2004.10@ロンドン）
・国際的に迷惑メールに対する法執行を推進するため
の方策について議論。
・更に国際的な執行協力を推進するために、定期的な
情報交換等を内容とする「ロンドン・アクションプラン」
を採択。

第２回Spam Workshop （2004.9@釜山)
・上記対策のうち、③プロバイダの自主的取組、
④技術的対応を中心に議論。
・今後は、Spam Taskforceにおいて検討を続けること
となった。

第１回Spam Workshop （2004.2@ブラッセル)
・迷惑メールが世界規模で問題となっていること、及び
迷惑メール対策に特効薬はなく、以下の対策による
多面的対応が不可欠であるとの認識を共有。

①法執行の強化 ④技術的対応
②法執行のための国際連携 ⑤消費者啓発
③プロバイダの自主的取組

Spam Taskforce (2004.8～ ２年間)
・迷惑メール対策を検討するために、OECDに設置。
（具体的な取組課題は以下のとおり。）

①迷惑メール規制年鑑の作成 ④技術的対応
②国際的な執行協力 ⑤消費者啓発
③プロバイダの自主規制 ⑥官民連携

 
（２）今後の課題 
外国のメールサーバから迷惑メールを送信する手口が最近増加してきてい

ることを踏まえ、多国間協力を進めていく必要がある。 
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第３章 今後講ずべき対策 
 
 迷惑メールは、送信者が身元を隠すことが容易であるというインターネット

の匿名性や、海外に存在する事業者に対する法適用の困難さといった現行諸制

度の弱点を巧妙に利用して送信されるため、決め手となる迷惑メール対策は存

在しない。そのため、行政とＩＳＰ、携帯電話事業者が連携した特定商取引法

の執行強化、ＩＳＰ等による技術的対応の促進、普及啓発の強化及び国際連携

の推進に係る施策を以下のとおり総合的に講じることが必要である。 
 
当然のことではあるが、経済産業省においては、迷惑メール対策に関係する

各省庁と一層緊密に連携して対策を講ずることが必要である。 
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１．インターネット・サービス・プロバイダ、携帯電話事業者と連携した特定

商取引法の執行強化 
 
（１）迷惑メールに対する法執行の強化 
 
インターネット上では迷惑メール送信者を特定し、行政処分することが容

易ではないことを踏まえ、経済産業省は、総務省とも協力してインターネッ

ト・サービス・プロバイダ（ＩＳＰ）・携帯電話事業者と連携し、迷惑メール

送信者のサービス利用停止等を促進すべきである。 
 
ア．現状認識 
 
① 迷惑メールに起因する消費者トラブルの実態を見ると、最近の迷惑メール

は、そのほとんどが表題部に「未承諾広告※」を表示しておらず特定商取引

法の表示義務（参考１７）に違反しているが、インターネット上では、なり

すましが容易なために本人追跡が困難であることから、迷惑メール送信者を

特定し行政処分に結びつけることが容易ではない。 
 
② また、迷惑メール送信者に係る情報は、「通信の秘密」として保護される

ため、ＩＳＰが第三者たる行政機関（経済産業省）に情報開示することは、

基本的にできない（「通信の秘密」についてはＰ１０参考１２参照）。 
 
③ 一方、多くのＩＳＰは、約款で違法行為等を行った契約者に対し利用停止

等の措置を講ずることができるとしており（参考１８）、迷惑メール受信の

申出等を受けて約款に基づく利用停止等を行っている。しかし、申出が虚偽

である可能性がある等申出の信頼性に不安が残ることや、利用停止等にした

契約者から訴訟を起こされるリスクがあることから、利用停止等のための確

実な証拠が欲しいとする意見が多い。 
  なお、迷惑メール送信者情報を共有することで迷惑メール対策の効果が高

まるとして、総務省の「電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関す

る懇談会」における迷惑メール送信者情報の交換の検討に対して強い期待を

寄せているＩＳＰもある。 
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（参考１７） 特定商取引法違反の表示の例 

 

 

12/15  13:38

From:aaa@bbb.co.jp
件名: 素敵な出会い

エッチな女性と
ラブラブに！
http://ddd.co.jp/?eee

「未承諾広告※」不記載

「事業者情報」不記載

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考１８） ＩＳＰにおける約款の例 

 
（利用停止） 
第Ａ条 当社は、契約者が第Ｂ条（禁止事項）の規定に違反したときは、○ヶ月以内で当

社が定める期間、サービスの一部又は全部の利用を停止することがあります。 
（禁止事項） 
第Ｂ条 契約者は本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 
①犯罪行為又はこれを誘発若しくは煽動する行為 
②受信者に無断で広告メール等を送信する行為 
③法令若しくは公序良俗に違反する行為 等 
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イ．措置すべき対策 
 
① 行政機関（経済産業省）とＩＳＰが連携することにより、 
ⅰ）経済産業省が、携帯電話及びＰＣを設置して迷惑メールを収集し、 
ⅱ）これらの電子メールが特定商取引法の表示義務違反であることを認定し、 
ⅲ）この情報を送信元ＩＳＰ等に通知することによって、 
経済産業省は、送信元ＩＳＰによる約款に基づく迷惑メール送信者に対する

利用停止等の措置を促進すべきである。 
 
② また、対策の実効性を高めるために、経済産業省は特定電子メール法に基

づき迷惑メールを規制している総務省と協力して本対策を進めることを検

討すべきである。 
 
（参考１９）上記対策のスキーム図 

 
 
 
 
 
 
 

携帯電話及びＰＣを
設置し、受信した迷
惑メールを分析

電子メールが特
定商取引法違反
（注１）であることを
認定

経済産業省

約款（注２）に基づい
て利用停止等を実
施するにあたって
活用

ＩＳＰ

携帯電話事業者等から通信
情報（ヘッダ情報）を入手し、
送信元 ＩＳＰを特定し、特定
商取引法違反の証拠を通知

（注１）特定商取引法「第１１条」等において、表題部の最前部に「未承諾広告※」と表示することなどが義務づけられている。

（注２）多くのインターネット・サービス・プロバイダ（ＩＳＰ）では、約款において契約者が「受信者に無断で迷惑メールを送信する行為」や
＿＿「法令若しくは公序良俗に違反する行為」等を行った場合には、 利用停止等の措置を取ることができることとしている。

（注３）総務省も特定電子メール法違反であることを認定する同様の対策を実施。
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（２）迷惑メールで紹介する不当請求サイトに対する法執行の強化 
 
迷惑メールで紹介するＷｅｂサイトが原因で不当請求等に巻き込まれるト

ラブルが増加していることから、経済産業省は、ＩＳＰ等と連携し、特定商取

引法に違反したこれらのＷｅｂサイトの削除を促進するほか、金融庁及び金融

機関と連携して、悪質事業者が不当請求により金銭を得ることが困難となるよ

う不当請求に利用された預金口座への対策も進めるべきである。 
 
ア．現状認識 
 
① 最近は、迷惑メールで紹介するＷｅｂサイトで不当請求を行う事例が増加

しており、これらのＷｅｂサイトの表示は特定商取引法違反と考えられる場

合も多いにもかかわらず、インターネット上ではＷｅｂサイト上に架空の住

所、氏名等を表示することが容易なために本人追跡が困難であることから、

違法Ｗｅｂサイトの表示を行った者を特定し行政処分に結びつけることが

容易ではない。また、違法Ｗｅｂサイトの表示を行った者の情報についても

迷惑メール送信者の場合と同様、「通信の秘密」として保護される。 
 
② 一方、多くのＩＳＰは、約款で違法行為等を行った契約者に対しＷｅｂサ

イトの削除等の措置を講ずることができるとしているため、申出等を受けて

約款に基づくＷｅｂサイトの削除等を行っている。しかし、Ｗｅｂサイトの

削除等の措置を講じた契約者から訴訟を起こされるリスクがあることから、

利用停止等のための確実な証拠が欲しいとする意見が多い。 
 
③ また、悪質事業者は、不当請求により多くの場合自らが管理する他人名義

の預金口座に振り込ませた金銭を得ることを最終的な目的としていること

から、このような預金口座の取引を停止することが、悪質事業者に対する大

きな打撃になると考えられる。 
 
④ なお、金融庁では、預金口座の不正利用に関する情報について、当該口座

が開設されている金融機関等に情報提供しており、金融機関では、預金口座

の不正利用と思われる情報があった場合には、直ちに調査を行い、本人確認

の徹底や必要に応じて預金取引停止、預金口座解約といった対応を取ってい

るところである。 
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（参考２０）特定商取引法に違反するＷｅｂサイトの例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
中に
す

 
てし

＜完全無料＞

ラブラブ．Ｎｅｔ

２０歳以上の方 次へ

利用規約

㈱スパム商会
Tel 03-0000-0000
kyogi@keizai.uso
東京都南区・・・

ラブラブ.net

利用規約

次へ

＜完全無料＞

ラブラブ．Ｎｅｔ

２０歳以上の方 次へ

利用規約

㈱スパム商会
Tel 03-0000-0000
kyogi@keizai.uso
東京都南区・・・

ラブラブ.net

利用規約

次へ

意に反して契約
の申込みをさせ
ようとする行為

(14条違反)

12/15  13:48

From:aaa@bbb.co.jp
件名: 素敵な出会い

エッチな女性とラブラブ
に！
http://ddd.co.jp/?eee

12/15  13:48

From:aaa@bbb.co.jp
件名: 素敵な出会い

エッチな女性とラブラブ
に！
http://ddd.co.jp/?eee

会員登録いただき、
ありがとうございます。

登録日12月15日14時

振込先 Ａ銀行・・・
金額 １５万円
期限 登録日から３日
以内

会員登録いただき、
ありがとうございます。

登録日12月15日14時

振込先 Ａ銀行・・・
金額 １５万円
期限 登録日から３日
以内

＜利用規約＞
・・・
第33条 当番組は、トップペ
ージの「ラブラブ.net」又は
「次へ」を選択した時点で
登録となります。
第34条 本番組の入会金は

5万円、利用料は90日で
10万円です。
・・・

＜利用規約＞
・・・
第33条 当番組は、トップペ
ージの「ラブラブ.net」又は
「次へ」を選択した時点で
登録となります。
第34条 本番組の入会金は

5万円、利用料は90日で
10万円です。
・・・

リンク

＜受信メール＞ ＜特商法違反事項＞＜トップページ＞ ＜登録ページ＞ ＜利用規約ページ＞

は、ＵＲＬをクリック
るだけで会員登録され
まうＷｅｂサイトもある。

虚偽誇大表示
(12条違反)

意に反して契約
の申込みをさせ
ようとする行為

(14条違反)

 
イ．措置すべき対策 
 
① 行政機関（経済産業省）とＩＳＰが連携することにより、 
ⅰ）経済産業省が、携帯電話及びＰＣを設置して迷惑メールを収集し、 
ⅱ）これらの迷惑メールで紹介するＷｅｂサイトの表示が、特定商取引法に違

反する悪質な表示（＝不当請求）であることを認定し、 
ⅲ）この情報をＷｅｂサイトの表示を行った者が契約しているＩＳＰ（ホステ

ィング元ＩＳＰ）等に通知することによって、 
経済産業省は、ホスティング元ＩＳＰ等による約款に基づくＷｅｂサイトの

削除等の措置を促進すべきである。 
 
② 行政機関（経済産業省）と金融庁が連携することにより、 
ⅰ）経済産業省が、違法Ｗｅｂサイト中の振込先預金口座に係る情報を金融庁

に提供し、 
ⅱ）金融庁から連絡を受けた金融機関が、これらの預金口座について預金口座

の適正管理の観点から本人確認を実施することによって、 
経済産業省は、金融機関による不当請求に悪用された預金口座の凍結等の措

置を促進すべきである。 
 
（注）不当請求等に利用される預金口座は他人名義のものが多いため、経済産業省から情

報提供した預金口座の大多数について金融機関による預金口座の凍結等の措置が講

じられることが期待される。 

一方、不正利用される預金口座の情報は金融庁から警察に提供されるため、経済産
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業省が金融庁に対してこのような預金口座の情報提供を進めることで、「金融機関等

による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」にお

ける口座の不正売買等に係る刑事罰の適用の促進につながることも期待される。 

 
 また、この対策を実施すると悪質事業者が迷惑メールの送信を端緒とする

不当請求によって得ている金銭上の利益を入手することが困難になるため、

迷惑メール送信の抑制につながることも期待できる。 
 
（参考２１）上記対策のスキーム図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

及びＰＣを
、受信した迷

惑メールで紹介され
ｅｂサイトを分析

当該Ｗｅｂサイト
の表示が特定商
取引法違反（注３）で
あることを認定

ＵＲＬを分析することでＷｅｂサ
イトの表示を行った者が契約
しているＩＳＰを特定し、特定商
取引法違反の証拠を通知

約款に基
ｅｂサイトの
を実施するに
たって活用

不正な預金口
の凍結等（注
施するにあた
活用

金融機関

違法Ｗｅｂサイトに記載されて
いる口座情報を違法行為の
証拠とともに金融庁に通知

多くの金融機関では、約款において契約者が「預金口座の譲渡」や「法令若しくは公序良俗に違反する行為への預金口座の

特定商取引法「第１２条」等で、広告における「虚偽誇大表示」を禁止（罰則担保）しているほか、「第１４条」で「意に反して契
をさせようとする行為」も禁止されている。

（注４）
＿＿利用」を行った場合には、預金口座の凍結等の措置を取ることができることとしている。

（注３） 約
＿＿の申込み

づいてＷ
削除等
あ

経済産業省 ＩＳＰ

座
４）を実
って

携帯電話
設置し

たＷ

③ 特に悪質な虚偽の広告表示（注）に対しては、特定商取引法第１２条に基

づいて、刑事罰が適用されるよう、警察との連携を強化すべきである。 
（注）通信販売の販売業者等は、通信販売の販売条件等について広告するときは、所定の

事項について著しく事実に相違する表示等をしてはならない（第１２条）と規定さ

れている。そのため、「完全無料」と謳いながら高額の料金請求をする行為等は明ら

かな違反となり、違反者に対しては刑事罰が適用される。 

 
④ なお、フィッシング詐欺を目的とするＷｅｂサイトについても、特定商取

引法の対象であるか否かにかかわらず、警察庁に迅速に情報提供するなど、

警察との連携を強化すべきである。 
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２．技術的対応の促進 
 
迷惑メールのほとんどが電子メール中の通信記録を故意に改竄することに

よって、誰がどこから電子メールを送信したのかわからなくするとともにフィ

ルタリング逃れを図っていることを踏まえ、できるだけ早期に実行ある導入が

なされるよう、ＩＳＰ等は当該技術の検討に積極的に参加すべきである。 
 
ア．現状認識 

 
① 迷惑メール送信者は、送信の度にＦｒｏｍ欄などの電子メール中の通信記

録（送信者情報）を改竄するため、フィルタリング・ソフトに受信拒否アド

レス／ドメインを登録しても、効果が上がりにくい状況にある。 
 
② また、迷惑メール送信者は送信者情報を改竄することで身元を隠している

ため、送信者を特定して行政処分につなげることは困難である。 
 
③ 現在、インターネット技術の民間標準化団体であるＩＥＴＦ(Internet 

Engineering Task Force)等において送信者情報を改竄したメールを識別す
るための送信ドメイン認証技術について検討が進められている

（「Sender-ID」、「Domain Keys」等（参考２２、２３参照））。 
 
イ．措置すべき対策 
 
① 送信ドメイン認証技術の導入によって送信者情報を詐称した電子メール

を効果的に排除できるようになるとフィルタリングの効果が高まることが

期待されることなどを踏まえ、できるだけ早期に実効ある導入がなされるよ

う、ＩＳＰ等は当該技術の検討に積極的に参加すべきである。 
  また、送信ドメイン認証技術の検討に当たっては、本技術の導入が受信者

の目を欺くために送信者情報を詐称していることの多いフィッシング詐欺

目的の電子メールの排除にも効果を発揮する可能性の高いことも十分に認

識する必要がある。 
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（参考２２） Sender IDの概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F

 
 

送信者

rom: aaa@meti.go.jp（注）
To: bbb@ccc.co.jp

（注２） SMTPの「MAIL FROM」を使用することも可能

送信側サーバ

IPアドレス(A)
受信側サーバ

ドメイン名管理サーバ（ＤＮＳ）

ドメインで利用する送信側サーバの
番号（IPアドレス(B)）を事前に登録

受信者

bbb@ccc.co.jp

(A)と(B)が一致する
メールのみ配信

「From」ヘッダー（注２）中のドメインをもとに、
メールが登録されたサーバ（IPアドレス）
から送信されたことを照会

電子メールの送信に利用するサーバ固有の番号（ＩＰアドレス）を利用して、送信元メールアド
レス（ドメイン（注１））を偽装したメールを排除する技術。

（注１）ドメインとは aaa@meti.go.jp の@より後ろの「meti.go.jp」のこと。

 
（参考２３） Domain Keys の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F
 

送信者

rom: aaa@meti.go.jp（注）
To: bbb@ccc.co.jp

送信側サーバ

ドメイン毎の秘密鍵で
暗号化した署名を添付

受信側サーバ
受信者

bbb@ccc.co.jp

公開鍵を使って
解読できた
メールのみ配信

「From」ヘッダー中のドメインに対応する
公開鍵を入手

暗号技術を利用して、送信元メールアドレス（ドメイン）を偽装したメールを排除する技術。

ドメイン名管理サーバ

ドメインに対応した公開鍵を登録
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３．普及啓発の強化 
 
（１）消費者の自衛能力を高めるための普及啓発の強化 
 
迷惑メールに係る消費者トラブルを予防するためには、普及啓発の強化に

より消費者の自衛能力を高めることが不可欠であり、特にトラブルに巻き込ま

れやすい高校生向けの取組を強化すべきである。 
 
ア．現状認識 
 
① 経済産業省調査によれば、３０代以下の男性（特に高校生）が携帯電話に

届いた迷惑メールで紹介するＷｅｂサイトに接続したことにより不当請求

等のトラブルに巻き込まれるケースが多い。また、最近ではＰＣに届いた迷

惑メールでも同様のトラブルが増加している。 
 
イ．措置すべき対策 
 
① 特に不当請求等のトラブルに巻き込まれやすい高校生を対象に、高校の先

生の協力を得ながらビデオやパンフレットなど訴求力の強いツールを用い

た普及啓発に力を入れるべきである。また、消費者から多数の相談が寄せら

れる各地の消費生活センター等に対する情報提供にも力を入れる必要があ

る。 
 
② 迷惑メールが契機となる不当請求等に関するトラブルが増加傾向にある

ため、携帯電話会社やＩＳＰにおいても契約者に対する普及啓発を強化すべ

きである。 
 
（参考２４）関係者における取組 

 
 
 
 
 
 

経済産業省 携帯電話会社 ＩＳＰ

高校生

大学生

社会人

パンフ
レット

ビデオ 請
求
書
同
封
物

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト

販
売
店
対
応

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト

街
頭
ビ
ジ
ョ
ン

経済産業省 携帯電話会社 ＩＳＰ

高校生

大学生

社会人

パンフ
レット

ビデオ 請
求
書
同
封
物

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト

販
売
店
対
応

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト

街
頭
ビ
ジ
ョ
ン
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（２）ゾンビＰＣ等による被害を予防するための普及啓発の強化 
 
コンピュータ・ウィルス感染（ゾンビＰＣ）やサーバの不適切な管理（オ

ープン・リレー・サーバ）等により、迷惑メールの送信に悪用可能な状況が出

現することを防止するために、経済産業省は情報セキュリティに関する啓発を

推進すべきである。 
 
ア．現状認識 
 
① ブロードバンド化に伴う料金定額化によるインターネット網への常時接

続の増加等を背景として、コンピュータ・ウィルスに感染し、外部からの指

示等により迷惑メールを送信するいわゆるゾンビＰＣが増加している。 
 
② メールサーバの管理が不適切であるために、どのようなメールに対しても

転送を許可してしまうオープン・リレー・サーバが依然として存在している。 
 
イ．措置すべき対策 
 
① 経済産業省では、企業や個人に対して情報セキュリティの普及啓発に取り

組んでいるが、これら迷惑メールの送信に悪用されないための予防知識の普

及啓発にこれまで以上に力を入れるべきである（参考２５参照）。 
 
（参考２５）経済産業省における情報セキュリティの普及啓発  
①情報セキュリティセミナー（対象：企業の情報セキュリティ対策の担当者等） 
東京、大阪等全国１６ヶ所で開催予定、３０００名参加予定 
②インターネット安全教室（対象：インターネットを利用する個人等） 
東京、大阪等全国２０ヶ所以上で開催予定、７０００名参加予定 

 
② 前述の「１．インターネット・サービス・プロバイダ、携帯電話事業者と

連携した特定商取引法の執行強化」のスキームで違法と認定された迷惑メー

ルには、ゾンビＰＣやオープン・リレー・サーバを悪用して送信されたもの

が相当数含まれていると考えられるので、経済産業省は、本スキームで得ら

れた情報を基に、ＩＳＰ等と連携しながら、ウィルス除去や設定変更などの

対応を進めていくべきである。  
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４．国際連携の推進 
 
迷惑メールに係る悪質行為は複数国にまたがることも多く、また世界各国

で迷惑メール問題に取り組んでいる現状を踏まえると、経済産業省は迷惑メー

ル対策に係る国際連携を推進すべきである。 
 
ア．現状認識 
 
① 迷惑メールに係る悪質行為については、「海外からメールを送信」、「海外

のサーバに置いたＷｅｂサイトで広告」といったケースが相当数存在するが、

海外の事業者に対しては行政処分の実効性が担保できないため、対処が困難

である。 
 
② 世界各国で迷惑メール問題が深刻化していることを受けて、政策情報を共

有し効果的な対策を探る必要性が高まったことから、ＯＥＣＤ等の場で情報

交換が行われている。また、国際連携に向けた様々な動きも始まっている。 
 
（参考２６）国際連携に向けた様々な動き 

 
 
 参加

 
 
 
 
 
 主な

 
 
 
 
 

ロンドン
アクション・プラン

米英豪MoU 韓豪MoU

締結日 2004年10月11日 2004年7月2日 2003年10月20日
国・機関 日韓英米豪等１９カ国・２

９機関等（うち４機関等は
民間団体）
日本からは経済産業省、総
務省、公正取引委員会が参
加

米国（連邦取引委員会）
英国（貿易産業省、公正取
引庁、インフォメーショ
ン・コミッショナー）
豪州（競争・消費者委員
会、通信庁）

韓国（情報保護院）
豪州（国家情報経済局、通
信庁）

目的 迷惑メールに対する法執行
の推進に向けた国際連携・
官民連携の強化

捜査協力まで視野に入れた
迷惑メールに対する法執行
の推進のための協力強化

両国における迷惑メール被
害の抑制に向けた、迷惑
メール対策に係る政策情報
の交換の推進

協力内容①迷惑メールに対する法執
行を行う各国内の他の行政
機関との連携
②四半期毎に電話会議で以
下の情報を共有
・法執行事例
・新規の法規制
・法執行のための調査手法
・消費者への普及啓発　等
③官民連携の推進

①各機関が所有する迷惑
メール送信に係る証拠の提
供・交換・議論
②迷惑メールの発見・調査
における最大限の協力
③捜査代行
④迷惑メールに係る苦情に
関する情報共有
⑤迷惑メール対策の推進の
ための政策情報の共有

①迷惑メール対策に係る政
策の情報交換
②法執行ノウハウの共有
③官民連携の推進
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イ．措置すべき対策 
 
① 前述の「１．インターネット・サービス・プロバイダ、携帯電話事業者と

連携した特定商取引法の執行強化」において、海外のサーバから迷惑メール

が送信されている又は違法Ｗｅｂサイトが海外に置かれているなどの事実

が判明した場合には、経済産業省は、関係国の法執行当局に情報提供し、迷

惑メール対策等の推進を図るべきである。 
 
② 経済産業省は、ＯＥＣＤ等の情報交換の場に積極的に参加し、諸外国の成

功事例を取り入れるとともに、我が国の経験についても情報提供すべきでは

ないか。また、ＯＥＣＤ諸国と連携し、ＯＥＣＤ非加盟国に迷惑メール対策

等の促進を働きかけていく必要があるのではないか。 
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参考 迷惑メール実態調査の結果概要 
 
 
１．調査概要 
名称 平成１３年調査 平成１６年第１回調査 平成１６年第２回調査 平成１６年高校生調査

調査対象 高校生

調査方法
各都道府県から１校ずつ抽
出、１クラス分の調査を依
頼し、郵送で回収。

調査期間
平成13年11月2日
～11月5日

平成16年8月6日
～8月7日

平成16年11月19日
～11月22日

平成16年9月27日
～11月8日

有効回答数 2666通 2009通 2051通 799通

ネット調査会社登録モニターに対し、事前調査を行いインターネットメール及び携帯
電話メール利用者を抽出した上で、電子メールにより調査協力を依頼した。電子メー
ルではアンケート専用サイトのURLを告知し、回答者はホームページ上にて回答を
行った。尚、通信利用動向調査（総務省）によるインターネット及び携帯インターネット
利用者の年齢別の利用者数分布と一致するよう年齢別のサンプル数を設定し、設
定サンプル数が得られた時点で調査を終了した。

インターネットメール及び携帯電話メール利用者

 
※本調査において、「迷惑メール」とは、知らない会社等から携帯電話やＰＣに送られてく

る広告等を目的とした身に覚えのないメールのことをいう（ウィルス・メールやメール・

マガジン等は除く）。 

 
 
２．迷惑メール受信状況調査の結果概要 
 
（１）受信した迷惑メールの内容 
携帯電話・パソコンともに出会い系サイト及びアダルト関連の広告の割合が高い。携帯

電話ではそれ以外の分野の迷惑メールが少ないのに対し、パソコンでは他の分野の迷惑メ

ールも多い。 

①携帯電話                   ②ＰＣ 
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（２）携帯電話での迷惑メール受信状況 
この３年間で迷惑メール受信数は大幅に減少し、最近も減少傾向にある。また、この期

間に迷惑メールをほとんど受信しない人が大幅に増加しているが、一部には大量の迷惑メ

ールを受信している人も存在する。 

 
 
 
 
 
 
 ＜迷惑メール受信数分布
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（３）ＰＣでの迷惑メール受信状況 
迷惑メールの受信数は増加傾向にある。また、この３年間で迷惑メールをほとんど受信

しない人が増加している一方で、大量に受信している人も増加している。 
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（４）身に覚えのない請求の経験率 
最近、身に覚えのない請求を受ける消費者の比率が高まっている。特に、携帯電話に届

いた迷惑メールで紹介されたサイトにアクセスしたことがきっかけとなって不当請求を

受けるトラブルの経験率の伸びが著しい。 
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（５）高校生・携帯電話迷惑メール受信状況調査の結果概要 
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（６）迷惑メール対策の実施状況とその効果 
携帯電話では６割程度の人が迷惑メール対策を講じているのに対し、パソコンでは４割

程度にとどまっている。また、携帯電話に比べてパソコンでは迷惑メール対策の効果が期

待しにくい。 

 
①携帯電話 
 ⅰ）迷惑メール対策の実施状況        ⅱ）迷惑メール対策の効果 
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